
   塩谷広域行政組合低入札価格調査制度事務処理要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は，低入札価格調査制度の実施について必要な事項を定めるもの

とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めると

ころによる。 

 ⑴ 低入札価格調査 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」

という。）第１６７条の１０第１項（令第１６７条の１３において準用する場

合を含む。）に規定する予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込み

をした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適

合した履行がされないおそれがあるか否かを判断するために実施する調査をい

う。ただし，令第１６７条の１０の２（令第１６７条の１３において準用する

場合を含む。）の規定による総合評価落札方式（以下「総合評価落札方式」と

いう。）による入札の場合においては，令第１６７条の１０の２第２項（令第

１６７条の１３において準用する場合を含む。）に規定する落札者となるべき

者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した

履行がされないおそれがあるか否かを判断するために実施する調査をいう。 

 ⑵ 調査基準価格 低入札価格調査を実施する基準となる価格をいう。 

 ⑶ 失格基準価格 当該契約の内容に適合した履行がされないと判断し，入札者

を失格とする基準となる価格をいう。 

 ⑷ 最低価格入札者 入札価格が失格基準価格以上予定価格の制限の範囲内で，

最低の価格をもって入札した者をいう。ただし，総合評価落札方式による入札

の場合においては，入札価格が失格基準価格以上予定価格の制限の範囲内の価



格をもって入札した者のうち価格その他の条件が塩谷広域行政組合にとって最

も有利なものをもって申込みをした者をいう。 

 ⑸ 次順位者 最低価格入札者を除く入札者の中で，入札価格が失格基準価格以

上予定価格の制限の範囲内で，最低の価格をもって入札した者をいう。ただし，

総合評価落札方式による入札の場合においては，最低価格入札者を除く入札者

の中で，入札価格が失格基準価格以上予定価格の制限の範囲内の価格をもって

入札した者のうち価格その他の条件が塩谷広域行政組合にとって最も有利なも

のをもって申込みをした者をいう。 

 ⑹ 対象工事 低入札価格調査制度の対象となる工事をいう。 

 （対象工事） 

第３条 対象工事は，建設工事に係る競争入札に付される工事のうち予定価格が１

億円以上のものとする。ただし，予定価格が１億円未満のものについて，管理者

が必要と認める場合は対象とすることができる。 

 （調査基準価格の設定） 

第４条 管理者は，対象工事の入札を実施する場合は，調査基準価格を定め，最低

価格入札者の入札価格が調査基準価格を下回ったときは，低入札価格調査を行う

ものとする。 

２ 調査基準価格は，次の基準により設定されるものとする。 

 ⑴ 予定価格算定の基礎となった次に掲げる額の合計額（以下この項において

「合計額」という。）から１万円未満の端数を切り捨てた額に１００分の１１

０を乗じて得た額とする。ただし，当該合計額が工事価格に１０分の９．２を

乗じて得た額を超える場合は１０分の９．２を乗じて得た額を合計額とし，当

該合計額が工事価格に１０分の７．５を乗じて得た額に満たない場合は１０分

の７．５を乗じて得た額を合計額とする。 

  ア 直接工事費の額（建築工事及び設備工事は，これに１０分の９を乗じて得



た額）に１０分の９．７を乗じて得た額 

  イ 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額 

  ウ 現場管理費の額（建築工事及び設備工事は，これに直接工事費に１０分の

１を乗じて得た額を加えた額）に１０分の９を乗じて得た額 

  エ 一般管理費の額に１０分の５．５を乗じて得た額 

 ⑵ 工事の性質上，前号の規定により難い工事の調査基準価格については，前号

の規定にかかわらず，予定価格に１０分の７．５から１０分の９．２までの範

囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額とする。 

３ 管理者は，調査基準価格を予定価格書に明記する。 

 （失格基準価格の設定） 

第５条 管理者は，対象工事の入札を実施する場合は，失格基準価格を定めるもの

とし，失格基準価格を下回る価格で入札を行った者を失格とする。 

２ 失格基準価格は，入札価格の総額について設定するものとし，対象工事ごとに

管理者が定めるものとする。 

３ 管理者は，前２項の規定にかかわらず，対象工事の内容によって失格基準価格

を設けることが適当でないと判断したときは，失格基準価格を定めないことがで

きる。 

 （入札参加者への周知） 

第６条 管理者は，調査基準価格及び失格基準価格を定めたときは，対象工事の入

札の入札公告又は指名通知書に調査基準価格及び失格基準価格を定めたことを明

記する。 

２ 調査基準価格を下回る価格で適用工事の入札を行った者と契約を締結する場合

の契約保証金額及び契約不適合責任の存続期間は次のとおりとし，その旨を入札

公告又は指名通知書に明記するものとする。 

 ⑴ 契約保証金額は，契約金額の１０分の３以上とする。 



 ⑵ 契約不適合責任の存続期間は，工事目的物の引渡しを受けた日から３年以内

とする。ただし，設備機器本体等については，引渡しの時，発注者が検査して

直ちにその履行の追完を請求しなければ，受注者は責任を負わないが，当該検

査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については，引渡

しを受けた日から１年６月が経過する日までとする。  

 （入札の執行） 

第７条 入札執行者は，入札の結果，低入札価格調査を実施する場合には，調査基

準価格を下回るため落札を保留する旨を宣言した上で落札者の決定を保留し，後

日結果を通知する旨を告げて入札を終了する。 

 （低入札価格調査の実施） 

第８条 工事主管課長は，前条の規定により落札者の決定を保留した場合は，当該

契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを判断するため，次に

掲げる事項について最低価格入札者からの事情聴取及び関係機関への照会等によ

り調査を行う。この場合において，工事主管課長は，最低価格入札者に対し調査

の実施について低入札価格調査実施通知書（別記様式第１号）により通知する。 

 ⑴ 当該価格により入札した理由 

 ⑵ 当該工事の施工場所付近における手持ち工事の状況 

 ⑶ 当該工事に関連する手持ち工事の状況 

 ⑷ 当該工事の施工場所と入札者の事業所，倉庫との関連（地理的条件） 

 ⑸ 手持ち資材の状況 

 ⑹ 資材の購入先及び購入先と入札者との関係 

 ⑺ 手持ち機械の保有状況 

 ⑻ 労務者の具体的供給見通し 

 ⑼ 過去に施工した公共工事名及び発注者 

 ⑽ その他の必要な事項 



２ 最低価格入札者は，前項の通知を受けたときは，原則として低入札価格調査実

施通知書を発送した日から７日以内に回答書（別記様式第２号）に必要事項を記

載し，工事主管課長に提出しなければならない。 

 （審査及び意見の回答） 

第９条 工事主管課長は，調査の内容を分析及び検討し，低入札価格調査結果報告

書（別記様式第３号）により，塩谷広域行政組合建設工事請負者選考委員会規程

（平成５年塩谷広域行政組合訓令第２号）による塩谷広域行政組合建設工事請負

者選考委員会（以下「委員会」という。）に調査結果を報告するものとする。 

２ 委員会は，前項の調査結果報告に基づき審議を行い，低入札価格審議結果報告

書（別記様式第４号）により管理者へ報告するものとする。 

 （落札者の決定） 

第１０条 管理者は，委員会の審査結果に基づき，最低価格入札者の入札価格によ

り当該契約の内容に適合した工事が履行されると認めたときは，最低価格入札者

を落札者と決定し，最低価格入札者の入札価格では当該契約に適合した工事が履

行されないおそれがあると認めたときは，最低価格入札者を失格とする。 

２ 管理者は，前項の規定により最低価格入札者を失格とした場合は，次順位者を

落札者と決定する。ただし，次順位者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は，

落札者の決定を保留し，次順位者を対象に第８条から第１０条までの手続を再度

行うものとする。 

 （入札者への通知） 

第１１条 管理者は，前条第１項の規定により最低価格入札者を落札者として決定

した場合は，直ちに落札通知書（別記様式第５号）により最低価格入札者へ通知

するとともに，他の入札者全員に対して入札結果通知書（別記様式第６号）によ

りその旨を知らせるものとする。 

２ 管理者は，前条第２項の規定により次順位者を落札者として決定した場合は，



直ちに最低価格入札者へ調査結果通知書（別記様式第７号）により失格について

通知し，次順位者に対しては落札通知書（次順位者用）（別記様式第８号）によ

り落札者となった旨を通知するとともに，他の入札者全員に対して入札結果通知

書によりその旨を知らせるものとする。 

 （その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

   附 則 

 この告示は，公布の日から施行する。 


